
秋田弁護士会所属の弁護士殺害事件に関する会長声明

　今月４日午前４時頃、秋田弁護士会所属の津谷裕貴弁護士が、ガラス戸を割っ

て自宅に侵入した男に刺されて死亡するという事件が発生した。

　報道等によれば、男は津谷弁護士が受任していた離婚調停事件の相手方であ

ったということであるから、今回の刺殺事件は、同弁護士の弁護士業務に関連し

て発生したものと思われる。

　弁護士業務に関連した刺殺事件は、本年６月にも横浜市で発生したばかりで

あり、誠に遺憾極まりない。

　弁護士は、国民のために、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使

命としているが、この使命は、弁護士活動の安全が確保され、自由な弁護士活動

を行うことができる環境があって初めて実現できるものである。

　弁護士が受任事件に関連して、その相手方などから生命身体に危害を加えら

れることは、弁護士制度及び法秩序に対する重大な挑戦であって、断じて許され

るべきことではない。

　津谷弁護士は、市民の立場に立ち、先物取引被害などの消費者問題に永年取り

組み、２００９年（平成２１年）度から日本弁護士連合会消費者問題対策委員

会の委員長に就任していた。その職責を果たす途半ばで凶刃に倒れた同弁護士

の無念を想い、そのご冥福を祈るとともに、ご遺族に対し心から哀悼の意を表す

るものである。　　

当会は、暴力的な手段による弁護士活動への妨害行為に決して怯むことなく

弁護士の使命を貫く決意であることを表明するとともに、弁護士業務妨害の排

除及び予防をより一層徹底していく所存である。

　　　　　　　　　　　　　２０１０年（平成２２年）１１月１０日

　　　　　　　　　　　　　　福岡県弁護士会

　　　　　　　　　　　　　　　会　　長　　市　　丸　　信　敏　　　　　


